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定款変更は医療法人新設に該当せず
審判所、土地の寄附に法令136条の4第1項適用を認めず

　本事案は、医療法人である請求人に寄附
された土地の価額について、原処分庁が益
金の額に算入されるとした更正処分等に対
し、請求人が「その土地は、定款変更の方
法により社団である医療法人で持分の定め
のあるものから持分の定めのないものに組
織変更した際に贈与を受けたもので、医療
法人の設立について贈与を受けたものであ
るから、法令136条の4第1項の規定によ
り、その土地の価額は益金の額に算入され
ない」と主張したもの。請求人は、寄附を
受けた土地の価額が同項の「医療法人がそ
の設立について贈与を受けた資産の価額」
に該当する理由として以下を挙げている。
　（1）大蔵省（現財務省）、国税庁、厚生省

（現厚生労働省）との間で交わされた昭和
39年12月28日付の「租税特別措置法第67
条の2の適用を受けるための社団法人たる
医療法人の組織変更について」と題する覚

書（以下「三者覚書」という）には、「租
税特別措置法第67条の2の適用を受けるた
めには、既設の出資持分の定めのある社団
たる医療法人は、その組織を変更しなけれ
ばならない。その組織変更については、既
往出資持分の定めのある社団たる医療法人
について清算の手続をなすべきものである
が、その変更後の医療法人が租税特別措置
法第40条及び第67条の2の承認を受ける
各要件に該当しているものに限り、定款の
変更によることを認める」旨が記載されて
おり、この記載内容からすれば、請求人が
定款を変更して組織変更し、社団である医
療法人で持分の定めのあるものから持分の
定めのないものになったことは、事実上、
持分の定めのある医療法人が清算され、持
分の定めのない医療法人として請求人が設
立されたものといえる。
　（2）請求人は、組織変更により、事実上、
新たな医療法人として設立されたといえる
から、請求人が寄附を受けた本件各土地の
価額は、医療法人がその設立について贈与
を受けた資産の価額に該当する。
　これに対し審判所は、まず法令136条の
4第1項について、「医療法人（社団である
医療法人については、持分の定めのない医
療法人）の新設に際し贈与を受けた場合の
課税関係を定めた規定である」と判断。
　また、医療法人の組織変更については、

税 務

持分の定めのない医療法人への定
款変更について、審判所は新設に
該当しないと判断。

請求人は、旧大蔵省、国税庁、旧
厚生省の「三者覚書」を根拠に、
事実上の新設と主張。

審判所は三者覚書について、特定
医療法人承認の場合に限った便宜
的な取扱いと指摘。
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「本来、社団である医療法人で持分の定め
のあるものから持分の定めのないものへ組
織変更するにあたって、解散、設立という
手続をとる場合には、持分の定めのある医
療法人を解散して清算手続に入り、債権債
務の清算、各出資者に対する残余財産の引
渡しなどを経て清算結了し、新たに社団で
ある医療法人で持分の定めのないものを設
立することが必要になり、このような手続
を経た場合には、従前の医療法人の法人格
は消失し、新たな医療法人の設立とともに
別の法人格を取得することになる。しか
し、医療法施行規則30条の39第1項の規
定に基づき、定款変更により、社団である
医療法人で持分の定めのあるものから持分
の定めのないものに組織変更した場合は、
従前の医療法人の解散、清算に係る上記各
手続を経たうえで新たな医療法人を設立す
るものではないから、組織変更の前後を通
じて法人格は同一であり、また、上記各手
続の際に発生する課税面の問題も発生しな
いのであるから、定款変更により組織変更
がされたとしても、社団である医療法人で
持分の定めのないものが新設されたという
ことはできない」と指摘。
　請求人がした定款変更による組織変更に
より、社団である医療法人で持分の定めの
あったXが解散し、持分の定めのないYが
新設されたものとはいえないから、請求人
が寄附を受けた本件各土地の価額は、法令
136条の4第1項に規定する「医療法人が
その設立について贈与を受けた資産の価
額」に該当しないとした。

　また、請求人の三者覚書に係る主張につ
いては、次のように判断している。①三者
覚書は、その前段において、「租税特別措
置法第67条の2の適用を受けるためには、
既設の出資持分の定めのある社団たる医療
法人は、その組織を変更しなければならな
いが、その組織変更については、次による
こととする」と記載され、組織変更の方法
について、「組織の変更については、既往
出資持分の定めのある社団たる医療法人に
ついて清算の手続きをなすべきものである
が、その変更後の医療法人が租税特別措置
法第40条及び第67条の2の承認を受ける各
要件に該当しているものに限り、定款の変
更の方法によることを認める」と記載され
ている。このように三者覚書が、措置法67
条の2の規定を適用する際の組織変更に関
する覚書であり、持分の定めのある医療法
人から持分の定めのない医療法人への組織
変更は、本来、既設の医療法人の清算手続
をなすことが必要と明言したうえで、組織
変更後の医療法人が上記各要件に該当する
場合に限って定款変更による組織変更を容
認していることからすれば、三者覚書は、特
定医療法人の承認を受ける場合に限って、
便宜的に、清算、設立という手続によらず、
定款変更による組織変更を認めるというも
のである。②定款変更による組織変更がさ
れた場合、社団である医療法人で持分の定
めのあるものが清算され、社団である医療
法人で持分の定めのないものが新設された
ということはできず、三者覚書は、請求人
の主張の根拠となるものとはいえない。
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